
令和８年度分の「利用者証」が必要になります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】寝屋川市都市管理部交通政策課 

〒572-8555 大阪府寝屋川市本町１番１号 

０７２－８１３－１２０７（直通） 

 

乗合いタクシーのルールが 

令和７年１０月から変わりました！ 

要申請 

河北地区 

乗車時に「利用者証」の提示が必要になります  
申請方法：市役所３階交通政策課へ郵送又は交通政策課窓口若し 

くは香里園・萱島・西シティ・ステーション、堀溝サ 

ービス窓口、サービスゲートに持参 

申請期間：令和８年２月 16 日から 

※ 今回の申請をもって、令和９年度以降も継続利用される方は、新た

な申請の必要はありません。（審査の上、市から利用者証を送付いた

します）ただし、申請内容に変更があった場合は、交通政策課へ連絡

をお願いいたします。 

 なお、新規利用の方は申請が必要となります。 

無料での利用が「年 50 回まで」になります 

利用方法、対象者など詳しいルールは裏面へ▶▶▶ 



 



 


